
○
地
方
行
政
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
八
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

２

地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
九
、
二
、
八

　
　
五
九
、
二
、
二
二

受
　
　
　
領

五
九
、
二
、
一
〇

　
　
　
（
予
）

五
九
、
二
、
二
三

可
　
　
決

　
五
九
、
二
、
二
四

可
　
　
決

五
九
、
二
、
八

五
九
、
二
、
二
一

可
　
　
決

五
九
、
二
、
二
二

可
　
　
決

18

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
、
二
四

　
　
　
　
三
、
二
七

受
　
　
　
領

三
、
二
三

（
予
）

　
　
三
、
三
一

可
　
　
決

　
　
　
三
、
三
一

可
　
　
決

二
、
二
八

　
　
三
、
二
三

可
　
　
決

　
　
三
、
二
七

可
　
　
決

五
九
、
三
、
二
三

本
会
議
で

趣
旨
説
明

聴
取

19

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

二
、
二
四

　
　
　
　
四
、
二
五

受
　
　
　
領

三
、
二
三

（
予
）

　
　
五
、
一
七

可
　
　
決

　
　
　
五
、
一
八

可
　
　
決

二
、
二
八

　
　
　
四
、
二
四

可
　
　
決

　
　
四
、
二
五

可
　
　
決

31

消
防
施
設
強
化
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

二
、
二
八

　
　
　
　
三
、
二
九

受
　
　
　
領

二
、
二
八

（
予
）

　
　
三
、
三
一

可
　
　
決

　
　
三
、
三
一

可
　
　
決

二
、
二
八

　
　
三
、
二
九

可
　
　
決

　
　
三
、
二
九

可
　
　
決

38

地
方
公
共
団
体
関
係
手
数
料
に
係
る
規
定
の

合
理
化
に
関
す
る
法
律
案

三
、
一
三

　
　
　
　
四
、
二
五

受
　
　
　
領

四
、
二
五

　
　
五
、
一
七

可
　
　
決

　
　
　
五
、
一
八

可
　
　
決

三
、
一
三

　
　
　
四
、
二
四

可
　
　
決

　
　
四
、
二
五

可
　
　
決

46

昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
地
方
公
務

員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定
等
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
、
二
一

　
　
　
　
五
、
一
五

受
　
　
　
領

三
、
二
一

（
予
）

　
　
五
、
一
七

可
　
　
決

　
　
　
五
、
一
八

可
　
　
決

三
、
二
一

　
　
五
、
一
〇

修
　
　
正

　
　
五
、
一
五

修
　
　
正

79

地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交

付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

四
、
一
六

　
　
　
　
八
、
二

受
　
　
　
領

四
、
二
五

（
予
）

継
　
続
　
審
　
査

四
、
一
六

　
　
　
七
、
三
一

可
　
　
決

　
　
　
八
、
二

可
　
　
決

81

風
俗
営
業
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

　
右
に
よ
り
「
風
俗
営
業
等
取
締
法
」
の
題

　
名
を
「
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の

　
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
正

四
、
二
四

　
　
　
　
七
、
六

受
　
　
　
領

七
、
一
一

　
　
　
八
、
七

可
　
　
決

　
　
八
、
八

可
　
　
決

四
、
二
七

　
　
　
七
、
五

修
　
　
正

　
　
　
七
、
六

修
　
　
正

　
　
　
　
七
、
一
一

本
会
議
で
趣

旨
説
明
聴
取



地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
号
）
（
衆
議
院

送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
二
、
　
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
二
二
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
二
四
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
昭
和
五
十
八
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
、
同
年
度
分
所

　
得
税
の
減
税
等
に
よ
る
減
収
見
込
額
が
歳
入
に
計
上
さ
れ
た
こ
と
に

　
伴
い
、
地
方
交
付
税
交
付
金
に
お
い
て
も
当
初
予
算
計
上
額
に
対
し

　
て
八
百
三
十
二
億
円
の
落
ち
込
み
を
生
ず
る
こ
と
と
な
つ
た
た
め
、
地

　
方
交
付
税
の
総
額
の
確
保
に
資
す
る
措
置
と
し
て
、
昭
和
五
十
八
年

　
度
分
の
地
方
交
付
税
交
付
金
に
特
例
加
算
額
を
三
百
二
十
二
億
百
九

　
十
五
万
円
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
右
の
外
、
予
算
上
の
補
て
ん
措
置
と
し
て
昭
和
五
十
七
年

　
度
決
算
に
伴
う
精
算
分
五
百
九
億
九
千
八
百
五
万
円
が
充
て
ら
れ
る

　
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。

委
員
長
報
告

　
　
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
は
、
昭
和
五
十
八
年
度
地

　
方
交
付
税
の
総
額
に
つ
い
て
、
所
得
税
収
入
の
減
額
補
正
に
伴
う
落

　
ち
込
み
額
を
補
て
ん
す
る
た
め
、
約
三
百
二
十
二
億
円
の
特
例
加
算

　
を
す
る
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
補
て
ん
措
置
に
お
け
る
国
の
責
任
範

　
囲
、
今
後
の
地
方
財
政
対
策
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が

　
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
を
行
い
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
賛

　
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

　
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
八
号
）
（
衆
議
院

送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
二
、
二
四
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
二
八
　
衆
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
二
三
　
参
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
二
七
　
衆
可
決



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
三
一
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
昭
和
五
十
九
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

　
　
の
所
得
控
除
に
つ
い
て
、
基
礎
、
配
遇
者
、
扶
養
の
各
控
除
額
を

　
　
二
十
五
万
三
千
円
（
現
行
二
十
二
万
円
）
に
、
老
人
配
遇
者
、
老

　
　
人
扶
養
の
各
控
除
額
を
二
十
六
万
三
千
円
（
現
行
二
十
三
万
円
）

　
　
に
、
同
居
特
別
障
害
者
扶
養
（
配
遇
者
）
控
除
額
を
二
十
九
万
三

　
　
千
円
（
現
行
二
十
五
万
円
）
に
、
同
居
老
親
等
扶
養
控
除
額
を
三

　
　
十
万
三
千
円
（
現
行
二
十
六
万
円
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
。

　
二
、
昭
和
六
十
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

　
　
町
村
民
税
の
所
得
控
除
に
つ
い
て
、
基
礎
、
配
遇
者
、
扶
養
の
各

　
　
控
除
額
を
二
十
六
万
円
に
、
老
人
配
遇
者
、
老
人
扶
養
の
各
控
除

　
　
額
を
二
十
七
万
円
に
、
同
居
特
別
障
害
者
扶
養
（
配
遇
者
）
控
除

　
　
額
を
三
十
万
円
に
、
同
居
老
親
等
扶
養
控
除
額
を
三
十
一
万
円
に
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
。

　
三
、
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
障
害
者
控
除
、
老
年

　
　
者
控
除
、
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
及
び
勤
労
学
生
控
除
の
額
を
そ
れ

　
　
ぞ
れ
二
十
四
万
円
（
現
行
二
十
一
万
円
）
に
、
特
別
障
害
者
控
除

　
額
を
二
十
六
万
円
（
現
行
二
十
三
万
円
）
に
引
き
上
げ
る
。

四
、
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
お
い
て
、
生
命
保
険

　
等
の
契
約
の
う
ち
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
個
人
年
金
保
険
等

　
の
掛
金
に
つ
い
て
、
現
行
の
生
命
保
険
料
控
除
の
別
枠
で
、
年
三

　
千
五
百
円
（
支
払
掛
金
を
限
度
と
す
る
）
を
所
得
控
除
す
る
制
度

　
を
設
け
る
。

五
、
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
お
け
る
障
害
者
等
の

　
非
課
税
の
範
囲
を
、
合
計
所
得
金
額
百
万
円
（
現
行
八
十
万
円
）

　
ま
で
と
す
る
。

六
、
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
最
低
税
率
を
二
十
万
円
以
下
の
金
額

　
二
・
五
％
（
現
行
三
十
万
円
以
下
二
％
）
に
改
め
る
等
、
税
率
及

　
び
適
用
区
分
の
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町

　
村
民
税
の
所
得
割
額
並
び
に
所
得
税
額
の
合
計
額
が
、
市
町
村
民

　
税
の
所
得
割
に
係
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及

　
び
課
税
山
林
所
得
金
額
並
び
に
市
町
村
民
税
の
分
離
課
税
に
係
る

　
所
得
割
に
係
る
退
職
所
得
の
金
額
の
合
計
額
の
百
分
の
七
十
八
（
現

　
行
百
分
の
八
十
）
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
改
め
る
。

七
、
当
分
の
間
、
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金

　
額
の
合
計
額
が
二
十
九
万
円
（
現
行
二
十
七
万
円
）
に
本
人
、
控

　
除
対
象
配
遇
者
及
び
扶
養
親
族
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
、



　
控
除
対
象
配
遇
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
九
万
円
を

　
加
算
し
た
金
額
以
下
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
道
府
県
民
税
及
び

　
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

八
、
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
均
等
割
の
税
率
を
お

　
お
む
ね
二
・
五
倍
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
制
限
税
率
に
つ
い

　
て
は
法
人
等
の
区
分
に
応
じ
標
準
税
率
に
一
・
二
を
乗
じ
て
得
た

　
税
率
と
す
る
。

九
、
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
、
自
家
用
は
そ
れ
ぞ
れ

　
お
お
む
ね
十
五
％
、
十
％
、
営
業
用
は
お
お
む
ね
五
％
の
税
率
の

　
引
上
げ
を
行
う
。

十
、
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額
を
三
十
五
万
円
（
現
行
二
十

　
八
万
円
）
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
昭
和
五
十
九
年
度
分
の
国

　
民
健
康
保
険
税
に
限
り
、
減
額
の
基
準
を
二
十
六
万
円
（
現
行
二

　
十
四
万
円
）
に
一
定
の
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

十
一
、
国
際
科
学
技
術
博
覧
会
の
開
催
に
伴
う
特
例
と
し
て
、
国
際

　
科
学
技
術
博
覧
会
協
会
等
に
対
す
る
住
民
税
及
び
事
業
税
、
旅
館

　
に
お
け
る
外
客
の
宿
泊
及
び
こ
れ
に
伴
う
飲
食
に
対
す
る
料
理
飲

　
食
等
消
費
税
、
博
覧
会
の
用
に
供
す
る
家
屋
等
に
対
す
る
固
定
資

　
産
税
を
非
課
税
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

十
二
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
並
び
に
法
人
の

　
事
業
税
の
徴
収
猶
予
制
度
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
地
方
税
に
関

　
す
る
調
査
に
つ
い
て
官
公
署
等
へ
の
協
力
要
請
等
に
関
す
る
規
定

　
を
設
け
る
等
、
地
方
税
に
お
け
る
納
税
環
境
の
整
備
を
図
る
こ
と

　
と
す
る
。

十
三
、
地
方
道
路
譲
与
税
法
等
の
地
方
譲
与
税
の
譲
与
時
期
又
は
譲

　
与
時
期
ご
と
に
譲
与
す
べ
き
額
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を

　
講
じ
た
上
、
三
月
期
に
譲
与
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
三
月
に
お
け

　
る
収
入
見
込
額
を
次
期
譲
与
時
期
に
譲
与
す
る
こ
と
に
改
め
る
等

　
の
改
正
を
行
う
。

　
以
上
の
ほ
か
、
住
民
税
、
不
動
産
取
得
税
、
固
定
資
産
税
及
び
都

市
計
画
税
、
電
気
税
、
特
別
土
地
保
有
税
、
自
動
車
取
得
税
、
事
業

所
税
、
日
本
国
有
鉄
道
の
市
町
村
納
付
金
な
ど
に
適
用
さ
れ
る
非
課

税
措
置
ま
た
は
課
税
標
準
の
特
例
措
置
等
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
合

理
化
を
行
う
ほ
か
、
地
方
税
負
担
の
適
正
化
等
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

　
な
お
、
施
行
期
日
は
、
電
気
税
に
関
す
る
改
正
は
昭
和
五
十
九
年

六
月
一
日
、
市
町
村
民
税
の
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
の
税
率
等
の

改
正
は
昭
和
六
十
年
一
月
一
日
、
昭
和
六
十
年
度
分
以
降
の
年
度
分

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
所
得
控
除
の
引
上
げ
、
個
人
年

金
保
険
等
の
所
得
控
除
制
度
の
創
設
、
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
税

率
及
び
適
用
区
分
の
改
正
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
所
得



　
割
の
賦
課
制
限
の
引
下
げ
、
株
式
等
の
配
当
所
得
並
び
に
証
券
投
資

　
信
託
の
収
益
分
配
に
係
る
特
例
措
置
の
延
長
、
み
な
し
法
人
課
税
を

　
選
択
し
た
場
合
の
特
例
措
置
の
延
長
、
農
業
生
産
法
人
に
農
地
等
を

　
現
物
出
資
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得
に
係
る
納
期
限
の
特
例
措
置
の
延

　
長
等
の
改
正
は
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
、
そ
の
他
の
改
正
は
昭
和
五

　
十
九
年
四
月
一
日
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申
し

　
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
個
人
の
住
民
税
に
つ
い
て
基
礎
控
除
等
の
所
得
控

　
除
額
を
引
き
上
げ
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
法
人
住
民
税

　
の
均
等
割
税
率
の
引
上
げ
、
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
の
税
率

　
を
調
整
す
る
こ
と
、
納
税
環
境
の
整
備
を
図
る
こ
と
、
地
方
道
路
譲

　
与
税
等
の
譲
与
時
期
等
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
な
ど
を
主
な
内
容
と

　
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
低
所
得
者
に
対
す
る
負
担
の
軽
減
、

　
不
公
平
税
制
の
是
正
、
法
人
事
業
税
の
あ
り
方
、
市
町
村
税
源
の
充

　
実
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
次
い
で
、
日
本
共
産
党
提
出
の
修
正
案
に
つ
い

て
提
案
趣
旨
の
説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を
代
表
し
て
志
苫
委

員
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
原
田
委
員
、
民
社
党
・
国
民

連
合
を
代
表
し
て
三
治
委
員
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
修
正
案
及
び
原
案
に
反

対
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
を
代
表
し
て
真
鍋
委
員
よ
り
修

正
案
に
反
対
、
原
案
に
賛
成
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
神
谷
委
員

よ
り
修
正
案
に
賛
成
、
原
案
に
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
局
し
、
採
決
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
修
正
案
は
賛
成

少
数
に
よ
り
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
は
、
地
方
財
源
の
充
実
等
に
関
す
る
附
帯
決

議
が
付
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
に
、
消
防
施
設
強
化
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ

い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
人
口
急
増
市
町
村
の
消
防
施
設
に
係
る
国
庫
補
助

率
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
所
要
の
調
整
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
昭
和

六
十
三
年
度
ま
で
延
長
す
る
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
消
防
の
当
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て



　
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　
　
質
疑
を
終
局
し
、
日
本
共
産
党
提
出
の
修
正
案
に
つ
い
て
趣
旨
説

　
明
が
あ
り
、
討
論
の
後
、
採
決
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
修
正
案
は

　
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て

　
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
ま
し
て
は
、
消
防
力
の
強
化
等
に
関
す

　
る
附
帯
決
議
が
付
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
九
号
）
（
衆

議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
二
、
二
四
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
二
八
　
衆
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
二
三
　
参
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
二
五
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
一
八
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
昭
和
五
十
九
年
度
以
降
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
勘
定
に
お

　
い
て
新
た
な
借
入
れ
措
置
を
原
則
と
し
て
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た

　
こ
と
に
伴
い
、
こ
れ
に
代
わ
つ
て
当
分
の
間
、
地
方
交
付
税
の
総

　
額
に
つ
い
て
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
安
定
的
な

　
確
保
に
資
す
る
た
め
必
要
な
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

　
（
昭
和
五
十
九
年
度
に
あ
つ
て
は
千
七
百
六
十
億
円
を
加
算
。
）

二
、
既
往
の
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
勘
定
の
借
入
金
の
う
ち
国

　
が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
額
に
相
当
す
る
借
入
金
（
五
兆

　
八
千
二
百
七
十
七
億
六
千
三
百
万
円
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
借
入

　
金
を
国
の
一
般
会
計
へ
帰
属
さ
せ
る
と
と
も
に
、
残
余
の
同
勘
定

　
の
借
入
金
（
五
兆
六
千
九
百
四
十
一
億
千
五
百
万
円
）
に
つ
い
て

　
は
、
今
後
こ
れ
に
係
る
利
子
を
含
め
て
地
方
が
負
担
す
る
こ
と
と

　
し
、
あ
わ
せ
て
当
該
借
入
金
の
償
還
期
間
を
昭
和
六
十
六
年
度
か

　
ら
昭
和
七
十
五
年
度
ま
で
に
変
更
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
昭
和
五
十
九
年
度
か
ら
昭
和
七
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

　
地
方
交
付
税
の
総
額
は
、
地
方
交
付
税
法
第
六
条
第
二
項
の
額

　
（
所
得
税
、
法
人
税
、
酒
税
の
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
等
）
か
ら
各
年
度

　
に
お
け
る
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
勘
定
の
借
入
金
減
少
額
と

　
利
子
の
支
払
に
充
て
る
た
め
必
要
な
額
と
の
合
算
額
を
減
額
し
た

　
額
と
す
る
。



　
　
　
(
一
～
三
の
措
置
に
よ
り
、
昭
和
五
十
九
年
度
分
の
地
方
交
付

　
　
税
の
総
額
は
、
八
兆
五
千
二
百
二
十
六
億
六
千
五
百
万
円
と
見
込

　
　
ま
れ
て
い
る
。
）

　
四
、
一
に
よ
り
、
昭
和
五
十
九
年
度
の
特
例
措
置
と
し
て
加
算
さ
れ

　
　
る
千
七
百
六
十
億
円
の
う
ち
三
百
億
円
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て

　
　
は
、
昭
和
六
十
六
年
度
及
び
昭
和
六
十
七
年
度
の
両
年
度
に
お
い

　
　
て
、
当
該
各
年
度
の
地
方
交
付
税
の
総
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
百
五
十

　
　
億
円
ず
つ
減
額
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
五
、
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
を
改
正
し
、
生
活
保
護
基
準
の

　
　
引
上
げ
、
老
人
保
健
制
度
の
実
施
等
福
祉
施
策
に
要
す
る
経
費
、

　
　
教
職
員
定
数
の
改
善
及
び
私
学
助
成
等
教
育
施
策
に
要
す
る
経
費
、

　
　
公
園
、
清
掃
施
設
、
市
町
村
道
、
下
水
道
等
住
民
の
生
活
に
直
結

　
　
す
る
公
共
施
設
の
維
持
管
理
に
要
す
る
経
費
並
び
に
過
密
・
過
疎

　
　
対
策
、
消
防
救
急
対
策
、
公
害
対
策
等
に
要
す
る
経
費
の
財
源
を

　
　
措
置
し
、
あ
わ
せ
て
投
資
的
経
費
に
つ
い
て
は
地
方
債
振
替
後
の

　
　
所
要
経
費
の
財
源
を
措
置
す
る
と
と
も
に
、
昭
和
五
十
八
年
度
に

　
　
お
い
て
発
行
を
許
可
さ
れ
た
財
源
対
策
債
等
の
元
利
償
還
金
を
基

　
　
準
財
政
需
要
額
に
算
入
す
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
い
て
御
報
告
い
た

し
ま
す
。

　
ま
ず
、
地
方
交
付
税
法
等
の
改
正
案
は
、
地
方
交
付
税
の
総
額
に

つ
い
て
、
交
付
税
特
別
会
計
に
お
け
る
新
た
な
借
入
れ
措
置
に
か

え
て
、
当
分
の
間
、
法
律
に
よ
り
必
要
な
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、

昭
和
五
十
九
年
度
分
の
総
額
の
特
例
措
置
と
し
て
千
七
百
六
十
億
円

を
加
算
す
る
こ
と
、
加
算
額
の
う
ち
三
百
億
円
は
後
年
度
の
交
付
税

総
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と
、
昭
和
五
十
九
年
度
分
借
入
金
限
度
額
の

う
ち
約
二
分
の
一
を
国
の
一
般
会
計
に
帰
属
さ
せ
る
と
と
も
に
、
残

余
の
額
は
地
方
の
負
担
と
し
、
償
還
期
間
を
変
更
す
る
こ
と
、
各
種

の
制
度
改
正
等
に
伴
う
行
政
経
費
に
係
る
単
位
費
用
を
改
め
る
こ
と

等
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
地
方
公
共
団
体
手
数
料
規
定
の
合
理
化
法
案
は
、
大
麻
取

締
法
外
八
法
律
に
定
め
る
国
の
機
関
委
任
事
務
に
係
る
申
請
等
手
数

料
に
つ
い
て
、
そ
の
額
を
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
よ
う
規

定
の
合
理
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
二
法
案
を
一
括
し
て
質
疑
を
行

い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
地
方
財
政
の
健
全
化
方
策
、
借
入
れ
制
度
の

変
更
に
伴
う
財
源
保
障
、
給
与
の
適
正
化
指
導
、
手
数
料
の
引
上

げ
基
準
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
、
ま
た
そ
の



間
、
地
方
交
付
税
制
度
に
つ
い
て
参
考
人
の
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど

慎
重
な
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
両
案
の
質
疑
を
終
局
し
、
ま
ず
地
方
交
付
税
法
等
の
改
正
案
に
つ

い
て
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を
代
表
し
佐
藤
委

員
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
原
田
委
員
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
神
谷
委
員
、
民
社
党
・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
小
西
委
員

よ
り
そ
れ
ぞ
れ
反
対
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
を
代
表
し
て

真
鍋
委
員
よ
り
賛
成
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
ま
し
て
は
交
付
税
総
額
の
確
保
を
図
る

こ
と
等
の
附
帯
決
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
地
方
公
共
団
体
手
数
料
規
定
の
合
理
化
法
案
に
つ
い
て

採
決
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
の
年
金
額
を
改
定
す
る
法
案
に

つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
年
金
額
に
つ
き
、
恩
給

法
等
の
改
正
内
容
を
参
酌
し
、
引
上
げ
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
給

付
等
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
給
料
の
最
高
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
こ

　
と
等
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
共
済
制
度
の
当
面
の
改
善
措
置
、
年

　
金
制
度
の
一
元
化
、
年
金
額
改
定
の
実
施
時
期
等
の
諸
問
題
に
つ
い

　
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
質
疑
を
終
局
し
、
日
本
社
会
党
提
出
の
修
正
案
に
つ
い
て
提
案
理

　
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
討
論
の
後
、
採
決
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、

　
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
賛
成
多
数

　
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

消
防
施
設
強
化
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
一
号
）

（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
二
、
二
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
二
九
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
三
一
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
人
口
急
増
市
町
村
に
お
け
る
消
防
施
設
の
整
備
に

　
係
る
国
庫
補
助
率
を
二
分
の
一
以
内
と
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限



　
を
五
年
延
長
し
、
昭
和
六
十
三
年
度
ま
で
と
す
る
と
と
も
に
、
政
令

　
で
定
め
る
人
口
急
増
市
町
村
に
対
す
る
国
庫
補
助
率
を
七
分
の
三
以

　
内
と
す
る
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参
照

地
方
公
共
団
体
関
係
手
数
料
に
係
る
規
定
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
三
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
三
、
一
三
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
二
五
　
衆
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
一
八
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
次
の
法
律
に
定
め
る
地
方
公
共
団
体
の
行
う
国
の

　
機
関
委
任
事
務
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
経
済
情
勢
等
の
変
化
に

　
対
応
し
、
費
用
負
担
の
適
切
な
調
整
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
額
を
実

　
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
よ
う
規
定
の
合
理
化
を

　
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
一
、
大
麻
取
締
法
（
免
許
申
請
等
手
数
料
）

　
二
、
狂
犬
病
予
防
法
（
登
録
申
請
手
数
料
）

　
三
、
家
畜
商
法
（
免
許
申
請
手
数
料
）

　
四
、
漁
船
法
（
登
録
申
請
等
手
数
料
）

　
五
、
水
洗
炭
業
に
関
す
る
法
律
（
登
録
申
請
手
数
料
）

　
六
、
建
築
基
準
法
（
確
認
申
請
等
手
数
料
）

　
七
、
建
築
士
法
（
免
許
申
請
等
手
数
料
）

　
八
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
許
可
申
請
手
数
料
）

　
九
、
都
市
計
画
法
（
開
発
許
可
申
請
手
数
料
）

委
員
長
報
告

　
　
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参

　
照

昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金

の
額
の
改
定
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
四
六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
三
、
二
一
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
一
五
　
衆
修
正



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
一
八
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正

（一）

既
裁
定
年
金
の
年
金
額
の
引
上
げ

　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
年
金
に
つ
い
て
、
恩

給
等
に
お
け
る
措
置
を
参
酌
し
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

の
施
行
日
前
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
前
）
の
期
間
に
係

る
年
金
額
に
つ
い
て
は
恩
給
の
措
置
に
準
じ
て
昭
和
五
十
九
年

三
月
分
以
後
、
同
法
の
施
行
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
額
に

つ
い
て
は
同
年
四
月
分
以
後
、
昭
和
五
十
八
年
度
の
公
務
員
給

与
の
改
善
内
容
に
準
じ
、
約
二
パ
ー
セ
ン
ト
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上

げ
る
。

（二）

退
職
年
金
等
の
最
低
保
障
額
の
引
上
げ

１
　
普
通
恩
給
の
最
低
保
障
額
の
引
上
げ
に
伴
い
、
長
期
在
職

　
者
等
に
係
る
退
職
年
金
及
び
障
害
年
金
の
最
低
保
障
額
を
引

　
き
上
げ
る
。

２
　
増
加
恩
給
の
増
額
及
び
公
務
扶
助
料
の
最
低
保
障
額
の
引

　
上
げ
に
伴
い
、
公
務
に
よ
る
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
の
最

低
保
障
額
を
引
き
上
げ
る
。

（三）

そ
の
他

　
　
１
　
掛
金
及
び
給
付
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
給
料
の
最
高
限

　
　
　
度
額
を
四
十
五
万
円
に
引
き
上
げ
る
。

　
　
２
　
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
の
行
う
短
期
給
付
に

　
　
　
係
る
財
政
調
整
事
業
の
対
象
に
、
都
市
職
員
共
済
組
合
の
短

　
　
　
期
給
付
に
係
る
事
業
を
加
え
る
。

二
、
地
方
団
体
関
係
団
体
の
職
員
及
び
地
方
議
会
議
員
の
年
金
制
度

　
の
改
正

　
　
地
方
団
体
関
係
団
体
の
職
員
の
年
金
制
度
に
つ
い
て
、
地
方
公

　
務
員
の
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
準
じ
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
と

　
と
も
に
、
地
方
議
会
議
員
共
済
会
が
支
給
す
る
退
職
年
金
等
に
つ

　
い
て
増
額
改
定
を
行
う
。

三
、
実
施
期
日

　
　
前
期
の
措
置
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

　
た
だ
し
、
一
の
(
二
)
の
措
置
は
同
年
三
月
一
日
か
ら
、
一
の
(
三
)
の
２

　
の
措
置
は
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
実
施
す
る
。

　
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
本
法
律
案
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
、

政
府
原
案
の
「
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
」
を
「
公
布
の
日
」
と
す

る
こ
と
等
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。



委
員
長
報
告

　
　
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参

　
照風

俗
営
業
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
一
号
）

（
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
、
　
四
、
二
四
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
　
六
　
衆
修
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
一
一
　
参
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
　
八
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
最
近
に
お
け
る
風
俗
環
境
及
び
少
年
非
行
の
実
態
等
に

　
か
ん
が
み
、
従
来
風
俗
営
業
、
深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
規
制

　
等
に
つ
い
て
都
道
府
県
の
条
例
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
事
項
を
法
律
事

　
項
と
し
て
改
正
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
風
俗
関
連
営
業
等
の
規

　
制
、
風
俗
環
境
の
浄
化
等
の
た
め
所
要
の
改
正
を
図
ろ
う
と
す
る
も

　
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
法
律
の
題
名
を
「
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

　
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

二
、
新
た
に
目
的
規
定
を
設
け
、
本
法
律
の
目
的
を
、
風
俗
営
業
及

　
び
風
俗
関
連
営
業
等
に
関
し
、
善
良
の
風
俗
の
保
持
及
び
風
俗
環

　
境
の
浄
化
並
び
に
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
行
為
の

　
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
風
俗
営
業
の
業
務
の

　
適
正
化
を
促
進
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
風
俗
営
業
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
を
整
備
す
る
。

（一）

ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機
等
射
幸
心
を
そ
そ
る

お
そ
れ
の
あ
る
遊
技
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
国
家

公
安
委
員
会
規
則
に
定
め
る
遊
技
設
備
を
備
え
る
ゲ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
等
の
営
業
（
旅
館
業
等
に
お
け
る
施
設
を
除
く
。
）
を
新
た

に
許
可
対
象
営
業
と
す
る
。

（二）

営
業
の
許
可
、
許
可
の
基
準
、
許
可
手
続
、
許
可
証
、
許
可

証
の
掲
示
義
務
、
相
続
等
に
つ
い
て
規
定
し
、
欠
格
事
由
と
し

て
、
暴
力
団
員
、
覚
せ
い
剤
中
毒
者
等
を
規
定
す
る
。

（三）

営
業
所
に
お
け
る
構
造
・
設
備
基
準
の
維
持
、
営
業
時
間
の

制
限
、
照
度
の
規
制
、
騒
音
・
振
動
の
規
制
、
広
告
及
び
宣
伝

の
規
制
、
料
金
の
表
示
、
十
八
歳
未
満
の
年
少
者
の
立
入
禁
止

の
表
示
、
遊
技
料
金
等
の
規
制
、
営
業
所
管
理
者
の
選
任
等
風

俗
営
業
者
の
遵
守
す
べ
き
事
項
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
と
と
も



に
、
風
俗
営
業
者
に
係
る
禁
止
行
為
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を

は
か
る
。

（四）

遊
技
機
に
つ
い
て
、
設
置
機
の
規
制
及
び
認
定
、
型
式
の
規

格
検
定
制
度
、
指
定
試
験
機
関
に
関
す
る
規
定
を
新
設
す
る
。

（五）

遵
守
事
項
違
反
に
対
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公

　
　
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
行
う
指
示
に
つ
い
て
規
定
し
、
営
業

　
　
許
可
の
取
消
し
、
営
業
の
停
止
等
の
規
定
を
整
備
す
る
。

四
、
風
俗
関
連
営
業
を
規
制
し
、
次
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
。

（一）

個
室
付
浴
場
業
、
モ
ー
テ
ル
営
業
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
ス
ト

リ
ッ
プ
劇
場
、
の
ぞ
き
劇
場
、
ラ
ブ
ホ
テ
ル
、
ア
ダ
ル
ト
シ
ョ

ッ
プ
等
を
風
俗
関
連
営
業
と
す
る
。

（二）

風
俗
関
連
営
業
に
つ
い
て
、
営
業
等
の
届
出
、
営
業
の
禁
止

　
　
区
域
、
営
業
時
間
の
制
限
、
風
俗
関
連
営
業
者
の
禁
止
行
為
、

　
　
公
安
委
員
会
の
指
示
、
営
業
の
停
止
及
び
廃
止
、
停
止
処
分
を

　
　
受
け
た
営
業
所
に
お
け
る
標
章
の
は
り
付
け
等
に
つ
い
て
規
定

　
　
す
る
。

五
、
深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
規
制
等
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

　
規
定
を
整
備
す
る
。

（一）

営
業
所
に
お
け
る
構
造
・
設
備
基
準
の
維
持
等
深
夜
飲
食
店

営
業
者
の
遵
守
事
項
に
つ
い
て
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

深
夜
の
範
囲
を
現
行
の
午
後
十
一
時
以
降
か
ら
午
前
零
時
以
降

に
改
め
る
。

（二）

飲
食
店
営
業
に
お
け
る
十
八
歳
未
満
の
年
少
者
の
業
務
の
従

事
及
び
客
と
し
て
の
立
入
り
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
制
を
行
う
。

（三）

深
夜
に
お
け
る
バ
ー
、
酒
場
等
の
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業

（
営
業
の
常
態
と
し
て
、
通
常
主
食
と
認
め
ら
れ
る
食
事
を
提

供
し
て
営
む
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
て
、
営
業
等
の
届
出
、
営

業
区
域
の
規
制
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

(四)

飲
食
店
営
業
者
に
対
す
る
公
安
委
員
会
の
指
示
及
び
営
業
の

　
　
停
止
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

六
、
風
俗
営
業
者
、
風
俗
関
連
営
業
者
及
び
深
夜
飲
食
店
営
業
者
は
、

　
営
業
所
ご
と
に
、
従
業
者
名
簿
を
備
え
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
こ

　
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
風

　
俗
営
業
者
等
に
対
し
、
業
務
に
関
す
る
報
告
、
資
料
の
提
出
を
求

　
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
警
察
職
員
は
、
営
業
所
（
客
が

　
在
室
す
る
個
室
は
除
く
。
）
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

　
る
。

七
、
公
安
委
員
会
の
委
嘱
に
よ
る
少
年
指
導
委
員
の
制
度
を
設
け
る

　
こ
と
と
し
、
そ
の
資
格
要
件
、
職
務
、
守
秘
義
務
等
に
つ
い
て
規

　
定
す
る
。



八
、
都
道
府
県
風
俗
環
境
浄
化
協
会
及
び
全
国
風
俗
環
境
浄
化
協
会

　
の
設
置
及
び
そ
の
事
業
内
容
等
に
関
す
る
規
定
を
新
設
す
る
。

九
、
公
安
委
員
会
に
よ
る
処
分
の
際
の
聴
聞
、
営
業
許
可
等
に
か
か

　
る
手
数
料
、
風
俗
営
業
者
団
体
の
届
出
、
法
令
違
反
に
対
す
る
罰

　
則
等
に
つ
い
て
、
規
定
を
整
備
す
る
。

十
、
改
正
案
は
、
公
布
の
日
か
ら
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

　
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
な
お
、
本
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
修
正
さ
れ
て
お
り
、
修
正
部

分
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
　
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
等
に
午
後
十
時
以
後
十
八
歳
未
満
の
者
を

　
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
等
に
つ
い
て
、
都
道

　
府
県
の
条
例
に
よ
り
、
十
八
歳
以
下
の
年
齢
を
定
め
、
そ
の
者

　
に
つ
い
て
、
午
後
十
時
前
の
時
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

　
と
す
る
。

二
　
風
俗
営
業
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
管
理
者
の
助
言
を
尊
重
し
、

　
そ
の
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
は
管
理
者
の
指
導
に
従
わ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
管
理
者
の
解
任
に
つ

　
い
て
、
公
安
委
員
会
の
「
命
令
」
を
「
勧
告
」
に
改
め
る
。

三
　
警
察
職
員
の
立
入
検
査
等
の
規
定
に
つ
い
て
、
現
行
法
の

　
　
「
立
入
」
に
関
す
る
規
定
に
即
し
て
整
備
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
風
俗

　
環
境
の
悪
化
と
少
年
非
行
の
実
態
に
対
処
す
る
た
め
、
目
的
規
定
を

　
新
設
す
る
と
と
も
に
、
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
等
の
遊
技
場
を
風
俗
営
業

　
の
許
可
対
象
営
業
と
す
る
こ
と
、
従
来
都
道
府
県
の
条
例
事
項
と
さ

　
れ
て
い
た
風
俗
営
業
及
び
深
夜
飲
食
店
営
業
に
対
す
る
規
制
を
法
律

　
事
項
と
し
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
個
室
付
浴
場
、
ス
ト
リ

　
ッ
プ
劇
場
そ
の
他
の
性
風
俗
に
関
す
る
営
業
を
風
俗
関
連
営
業
と
規

　
定
し
、
営
業
の
禁
止
区
域
の
設
定
そ
の
他
の
規
制
を
行
う
こ
と
、
公

　
安
委
員
会
に
対
す
る
業
務
報
告
、
警
察
職
員
の
立
入
り
に
つ
い
て
規

　
定
す
る
こ
と
、
遊
技
機
の
認
定
、
型
式
の
検
定
及
び
試
験
機
関
、
少

　
年
指
導
委
員
、
風
俗
環
境
浄
化
協
会
の
指
定
等
の
制
度
を
設
け
る
こ

　
と
、
罰
則
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
等
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ

　
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
政
府
の
提
案
理
由
及
び
衆
議
院
の
修

　
正
趣
旨
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
警
察
行
政
の
基
本
姿
勢
、
少
年
非

　
行
の
実
態
と
対
策
、
風
俗
営
業
の
許
可
、
風
俗
関
連
営
業
の
規
制
強

　
化
、
警
察
職
員
の
立
入
り
、
少
年
指
導
委
員
及
び
風
俗
環
境
浄
化
協

　
会
の
あ
り
方
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
そ
の
間
、
問
題
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
青
少
年
問
題
対
策
、
風



俗
環
境
浄
化
対
策
等
に
つ
い
て
、
二
日
に
わ
た
り
、
関
係
各
界
の
参

考
人
の
出
席
を
求
め
意
見
聴
取
を
行
う
な
ど
、
慎
重
な
審
査
を
行
い

ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
次
い
で
日
本
共
産
党
提
案
の
修
正
案
に
つ
い
て

趣
旨
説
明
が
あ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を

代
表
し
て
佐
藤
委
員
よ
り
、
修
正
案
及
び
原
案
に
反
対
、
民
社
党
・

国
民
連
合
を
代
表
し
て
三
治
委
員
よ
り
、
修
正
案
に
反
対
、
原
案
に

賛
成
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
神
谷
委
員
よ
り
、
修
正
案
に
賛
成
、

原
案
に
反
対
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
え
、
採
決
の
結
果
、
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否

決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
本
法
律
案
の
審
議
経
過
等
を

ふ
ま
え
、
風
俗
営
業
の
規
制
等
の
改
善
対
策
確
立
に
関
す
る
決
議
を

行
う
と
と
も
に
、
風
俗
営
業
等
に
関
す
る
小
委
員
会
を
設
置
し
て
風

俗
営
業
等
に
関
す
る
制
度
及
び
運
用
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
、
検
討

を
行
う
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

○
法
務
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

４

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

五
九
、
二
、
一
〇

　
　
五
九
、
三
、
一
三

受
　
　
　
領

五
九
、
二
、
一
〇

　
　
　
　
（
予
）

五
九
、
三
、
三
一

可
　
　
決

五
九
、
三
、
三
一

可
　
　
決

五
九
、
二
、
一
〇

　
五
九
、
三
、
九

可
　
　
決

五
九
、
三
、
一
三

可
　
　
決

56

国
籍
法
及
び
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

三
、
二
八

　
　
　
　
四
、
二
五

受
　
　
　
領

四
、
二
五

　
　
五
、
一
七

可
　
　
決

　
　
五
、
一
八

可
　
　
決

三
、
二
八

　
　
　
四
、
二
〇

可
　
　
決

　
　
　
四
、
二
五

可
　
　
決




